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1. 目的
本ＯＪＴ（研修）は海外事業本部と国内事業本部の人事交流施策の一環として実施する。
窓口
本OJT実施の窓口は以下のとおりとする。
· 海外事業本部：技術統轄室（KN）
· 国内事業本部：技術戦略室
研修先
研修先は以下の要領で決定する。
(1) KNは研修生リストにもとづき、研修生の希望を勘案しながら担当部を選定し、研修先の選定を依頼する。
(2) 担当部は主管するプロジェクト（調査案件を含む）から研修先を選定し、該当開発事務所長もしくは調査団長の内諾を得てKNに回答する。
(3) 担当部に偏りが見られることもあるので、研修先は必ずしも担当部の主管するプロジェクトにこだわる必要はなく、必要に応じ他部に協力を依頼する。その場合、協力することになった部を担当部とする。
(4) 研修生の希望は、可能であれば希望に沿うものとするが、こだわらない。海外業務の特徴の一つである工事監理案件での研修を重視する。
(5) 研修実施時期については、必要に応じ、担当部が研修生派遣先と話し合いの上、調整する。
(6) 研修先の希望が不明瞭な場合は、担当部から研修生もしくは研修責任者に直接コンタクトし、確認する。
(7) 研修先は東南アジアとその周辺国が経費軽減の面から望ましい。
研修先決定後
(1) KNは研修先を最終決定し、研修生派遣部署、研修先責任者（所長もしくは調査団長）、担当部、研修生、技術戦略室に正式通知する。
(2) 研修先決定後、研修生受入先（開発事務所もしくは調査団）は研修生およびその研修責任者に以後の準備作業を直接連絡する。
(3) 担当部は研修生受入先と連携し、研修生の渡航までの準備（航空券手配、ビザ手配など）を支援する。
(4) 研修先や日程の変更等が生じた場合には、研修受入先もしくは主管部は速やかにKNに報告する。ただし、日程変更の報告は大幅な変更（1ヶ月以上）がある場合に限るものとする。
経費
(1) 国内事業本部と海外事業本部の合意にもとづき、研修生の人件費は国内事業本部、経費は海外事業本部が負担する。
(2) 渡航費、手当、宿泊費等の負担経費は社内規定（国外旅費規程：国外現場研修者など）に則るものとする。
(3) 費目コードはXJA０００２を使用する。
(4) 経費節減のため、航空券はディスカウント・エコノミーとする。また、宿泊についても、プロジェクトの宿舎に空きがある場合には宿舎へ宿泊させるなどの方策をとるものとする。
(5) 研修先は、東南アジアとその周辺国が望ましいとしているが、遠国となる場合は、可能であれば現地購入などの経費節減策も考える。
研修先責任者および内容
(1) 研修先責任者は、原則として開発事務所長もしくは調査団長とし、研修内容は一任する。ただし、研修生が研修後、海外業務の特徴を理解し、興味を持てるよう配慮する。
(2) OJTであるので海外業務を実際に体験させることを主眼とし、単なる視察とならないよう留意する。

以上
2
